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北九州市告示第３９５号 

 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３７条の７第２項の規定により公募

占用計画の変更の認定をしたので、同条第３項において準用する同法第３７条

の６第２項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年１１月６日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 変更の認定をした日 

  令和５年１０月３１日 

２ 認定の有効期間 

  平成２９年３月３日から令和２９年３月２日まで 

３ 指定した港湾区域内水域等の区域 

  次の各地点のうち①－１の地点から①－５の地点までを順次に結んだ線及 

び①－１の地点と①－５の地点を結んだ線により囲まれた区域、②－１の地

点から②－１６の地点までを順次に結んだ線及び②－１の地点と②－１６の

地点を結んだ線により囲まれた区域、③－１の地点から③－６の地点までを

順次に結んだ線及び③－１の地点と③－６を結んだ線により囲まれた区域（

藍島漁港区域（寄の浦西側突堤基部を中心として半径２，０００メートルの

範囲）及び白洲灯台周辺の岩礁から離隔距離３００メートルの範囲を除く。

）並びに④－１の地点から④－４の地点までを順次に結んだ線及び④－１の

地点と④－４の地点を結んだ線により囲まれた区域（別図のとおり） 

  ①－１の地点 北緯３３度５９分４５秒東経１３０度４１分５４秒 

  ①－２の地点 北緯３３度５８分１５秒東経１３０度４１分５７秒 

  ①－３の地点 北緯３３度５８分１２秒東経１３０度４５分５２秒 

  ①－４の地点 北緯３３度５８分３３秒東経１３０度４５分５０秒 

  ①－５の地点 北緯３３度５９分４５秒東経１３０度４４分０３秒 

  ②－１の地点 北緯３３度５７分１５秒東経１３０度４２分００秒 

  ②－２の地点 北緯３３度５６分３５秒東経１３０度４２分０１秒 

  ②－３の地点 北緯３３度５６分３６秒東経１３０度４３分４４秒 

  ②－４の地点 北緯３３度５６分３２秒東経１３０度４３分５６秒 

  ②－５の地点 北緯３３度５６分３２秒東経１３０度４４分５９秒 

  ②－６の地点 北緯３３度５６分５２秒東経１３０度４４分５９秒 

  ②－７の地点 北緯３３度５６分５５秒東経１３０度４５分２０秒 

  ②－８の地点 北緯３３度５６分５９秒東経１３０度４５分２０秒 

  ②－９の地点 北緯３３度５７分０３秒東経１３０度４５分２６秒 

  ②－１０の地点 北緯３３度５７分１４秒東経１３０度４５分２６秒 
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  ②－１１の地点 北緯３３度５７分２４秒東経１３０度４５分４８秒 

  ②－１２の地点 北緯３３度５７分２３秒東経１３０度４４分４９秒 

  ②－１３の地点 北緯３３度５７分１７秒東経１３０度４４分４９秒 

  ②－１４の地点 北緯３３度５７分１７秒東経１３０度４４分３９秒 

  ②－１５の地点 北緯３３度５７分２３秒東経１３０度４４分３９秒 

  ②－１６の地点 北緯３３度５７分２１秒東経１３０度４３分１７秒 

  ③－１の地点 北緯３４度００分１６秒東経１３０度４６分３１秒 

  ③－２の地点 北緯３３度５８分４２秒東経１３０度４６分３８秒 

  ③－３の地点 北緯３３度５８分１０秒東経１３０度４８分２９秒 

  ③－４の地点 北緯３３度５８分０９秒東経１３０度４９分１９秒 

  ③－５の地点 北緯３３度５８分４９秒東経１３０度４８分２３秒 

  ③－６の地点 北緯３３度５９分３４秒東経１３０度４７分２４秒 

  ④－１の地点 北緯３３度５７分２５秒東経１３０度４６分４３秒 

  ④－２の地点 北緯３３度５７分１９秒東経１３０度４７分１０秒 

  ④－３の地点 北緯３３度５７分１９秒東経１３０度４９分０２秒 

  ④－４の地点 北緯３３度５７分２６秒東経１３０度４９分１９秒 

４ 占用の期間 

  令和５年５月１日から令和２９年３月２日まで 

５ 変更の内容 

  風車の施工計画等の変更 
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北九州市告示第３９６号  

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市小倉南区長行西一丁目８番の街区の区域を廃止

するとともに、別図１の同区長行西一丁目５番及び９番の街区の区域を別図２

のとおり変更し、令和５年１１月６日から実施するので告示する。  

  令和５年１１月６日  

北九州市長 武 内 和 久  
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北九州市選挙管理委員会告示第１９号 

 令和５年１０月２９日開催の選挙管理委員会において選挙を行った結果、北

九州市選挙管理委員会委員長に、次の者が当選した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市選挙管理委員会   

委員長 新  上  健  一 

住所 北九州市八幡東区西本町四丁目１番２－１３０２号 

氏名 新  上  健  一 
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北九州市選挙管理委員会告示第２０号 

 北九州市選挙管理委員会委員長の職務代理者に、次の者を指定した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市選挙管理委員会   

委員長 新  上  健  一   

住所 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町３番２２号 

氏名 内  田  健  一 
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北九州市門司区選挙管理委員会告示第２４号 

 令和５年１０月２９日開催の選挙管理委員会において選挙を行った結果、北

九州市門司区選挙管理委員会委員長に、次の者が当選した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市門司区選挙管理委員会 

委員長 吉 永 髙 敏 

住所 北九州市門司区清滝一丁目６番２０号 

氏名 吉 永 髙 敏 
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北九州市門司区選挙管理委員会告示第２５号 

 北九州市門司区選挙管理委員会委員長の職務代理者に、次の者を指定した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市門司区選挙管理委員会 

委員長 吉 永 髙 敏 

住所 北九州市門司区東門司二丁目３番１５号 

氏名 遠 山 義 則 
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北九州市若松区選挙管理委員会告示第２５号 

 令和５年１０月２９日開催の選挙管理委員会において選挙を行った結果、北

九州市若松区選挙管理委員会委員長に、次の者が当選した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市若松区選挙管理委員会 

委員長 木 本 直 子 

住所 北九州市若松区藤ノ木二丁目２番１２－１２号 

氏名 木 本 直 子 
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北九州市若松区選挙管理委員会告示第２６号 

 北九州市若松区選挙管理委員会委員長の職務代理者に、次の者を指定した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市若松区選挙管理委員会 

委員長 木 本 直 子 

住所 北九州市若松区片山一丁目４番３０号 

氏名 水 流 美 千 代 
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北九州市戸畑区選挙管理委員会告示第２５号 

 令和５年１０月２９日開催の選挙管理委員会において選挙を行った結果、北

九州市戸畑区選挙管理委員会委員長に、次の者が当選した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市戸畑区選挙管理委員会 

委員長 三  﨑  利  彦 

住所 北九州市戸畑区菅原四丁目３番１９号 

氏名 三  﨑  利  彦 
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北九州市戸畑区選挙管理委員会告示第２６号 

 北九州市戸畑区選挙管理委員会委員長の職務代理者に、次の者を指定した。 

  令和５年１０月３０日 

北九州市戸畑区選挙管理委員会 

委員長 三  﨑  利  彦 

住所 北九州市戸畑区菅原二丁目８番４３号 

氏名 大 岡  國  志 

14


